
ブリヂストングループの皆様へ

配偶者のお車・同居のご親族のお車・別居の扶養親族のお車、すべて団体扱割引の対象です。

※ブリヂストンの団体扱割引30％は保険期間の始期日が2023/03/01～2024/03/01の契約に適用されます。割引率は団体の損害率等により毎年見直されます。
※団体扱の対象となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団体扱特約失効時の取扱いについては、代理店までお問い合わせください。 ※他の
保険会社、全労済、JA共済等からのノンフリート等級（事故有無別の割増引率）継承を行います。ただし、一部の共済を除きます。

ブリヂストンの団体扱なら無事故割引適用後さらに保険料が30％割引!
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